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弊社の環境事業は、『平成16年度　国土交通省新規事業支援事業』に採択され、高い評価を頂き、

ｱｽﾍﾞｽﾄ対策事業をはじめ下記の事業を展開しています。

直営施工体制による高度な施工技術とローコストで、県内治自体・企業をはじめ都内超高層ビル等

のアスベスト対策工事に豊富な実績を積み重ねています。

弊社の屋上緑化土は、軽量のため建物への荷重負担が少なく、散水設備を必要としないため低価格

で設置できます。

・ 屋上緑化の効果は、真夏の屋上コンクリートにて温度差で15℃程度の軽減効果があります。

・ 屋上、壁面緑化事業に静岡市及び(財)静岡グリーンバンクの支援補助制度があります。

・ 屋上、壁面緑化面積は、工場立地緑地率に算入され、用地の活用が図られます。

ごみ焼却炉処理費の低減と設置付近の環境汚染を防止するため、現地では焼却炉の密封化・積込み

のみの作業とし、除染・解体作業は弊社のﾀﾞｲｵｷｼﾝ類除染・解体専用施設に搬入処理します。

バチルス菌と回転網状接触体を組み合わせた有機廃水処理システムで、次のような特徴があります。

・ 従来の活性汚泥法に比べてランニングコストの大幅低減

・ 脱臭施設が不要な優れた脱臭機能             ・ 窒素、リンの除去施設が不要な除去機能

・ 発生廃棄汚泥の大幅削減                         ・ 既設処理設備を活用でき省ｽﾍﾟｰｽ化が可能

『アスベスト対策事業』

『屋上、壁面緑化事業』

『ごみ焼却炉(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対応)処理事業』

『廃水処理施設事業』

市川土木市川土木市川土木市川土木㈱㈱㈱㈱のののの環境事業環境事業環境事業環境事業のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介

環境省認定　土壌汚染度調査指定機関・・・・・・・環2004-1-78

産業廃棄物（汚泥）処分業許可（中間処理）・・・・静岡市

特別産業廃棄物（廃石綿）収集運搬業許可・・・・・静岡県、静岡市、浜松市、神奈川県

産業廃棄物収集運搬業許可・・・・・・・・・・・・静岡県、静岡市、浜松市

【取得許可】

市  川  土  木  株  式  会  社市  川  土  木  株  式  会  社市  川  土  木  株  式  会  社市  川  土  木  株  式  会  社
静岡市駿河区東新田1丁目3番55号
TEL    054－259－1211
E-mail：kankyou@ichikawadoboku.co.jp
URL：http://www.ichikawadoboku.co.jp
環境事業部　宮本・小林・湯川・野桜



平成14年度に制定された土壌汚染対策法により、特定有害物質（重金属、揮発性有機化合物、
農薬）に汚染された恐れのある土地について土壌汚染度調査が求められています。
市川土木は、環境大臣から土壌調査指定機関（平成16年2月取得）に認定され土壌･地下水汚
染の『土壌汚染調査』『環境分析』『修復浄化工事』に取り組んでいます。

『『『『調査計画立案調査計画立案調査計画立案調査計画立案』』』』

調査目的にあった、最適な調査方法を計画します。

『『『『資料等調査資料等調査資料等調査資料等調査（（（（地歴等地歴等地歴等地歴等のののの調査調査調査調査）』）』）』）』

現在から過去の土地履歴を調べて土壌汚染の可能性について
調査します。

『『『『土壌概況調査土壌概況調査土壌概況調査土壌概況調査』』』』

表層土壌、土壌ガスを採取し有害物質の有無、汚染度を分析し
ます。
土壌概況調査は900㎡（30ｍﾒｯｼｭ）に、1検体のｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ数
が定められています。

汚染汚染汚染汚染ありありありあり

汚染汚染汚染汚染なしなしなしなし

汚染汚染汚染汚染のののの可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある

汚染汚染汚染汚染のののの可能性可能性可能性可能性がががが低低低低いいいい

『『『『土壌詳細調査土壌詳細調査土壌詳細調査土壌詳細調査（（（（深度調査深度調査深度調査深度調査）』）』）』）』

概況調査で汚染のあった部分の深度方向の汚染度を調査します。

『『『『調査終了調査終了調査終了調査終了』』』』

　　（　　（　　（　　（1111）　）　）　）　特定有害物質特定有害物質特定有害物質特定有害物質のののの製造製造製造製造、、、、使用又使用又使用又使用又はははは処理処理処理処理をするをするをするをする水質汚濁防止法水質汚濁防止法水質汚濁防止法水質汚濁防止法・・・・下水道法下水道法下水道法下水道法のののの水処理施設水処理施設水処理施設水処理施設
　　　　　  　　　　　  　　　　　  　　　　　  がががが設置設置設置設置されているされているされているされている工場工場工場工場・・・・事業所事業所事業所事業所のののの敷地敷地敷地敷地のののの使用使用使用使用をををを廃止廃止廃止廃止するときするときするときするとき。（。（。（。（第三条第三条第三条第三条））））
　　（　　（　　（　　（2222）　）　）　）　土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染によりによりによりにより健康被害健康被害健康被害健康被害がががが生生生生ずるずるずるずる恐恐恐恐れがあるとれがあるとれがあるとれがあると都道府県都道府県都道府県都道府県がががが認認認認めるときめるときめるときめるとき。（。（。（。（第四条第四条第四条第四条））））

　　　　　　　　　　　　最近最近最近最近、、、、土地売買後土地売買後土地売買後土地売買後のののの土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染トラブルトラブルトラブルトラブルがががが発生発生発生発生していますしていますしていますしています。。。。このためこのためこのためこのため不動産取引不動産取引不動産取引不動産取引やややや担保融資担保融資担保融資担保融資
　　　　　　　　　　　　をををを受受受受けるけるけるける際際際際にににに土地購入者土地購入者土地購入者土地購入者やややや、、、、資金提供者資金提供者資金提供者資金提供者からのからのからのからの要求要求要求要求でででで土壌汚染調査土壌汚染調査土壌汚染調査土壌汚染調査をををを行行行行ううううケースケースケースケースがががが、、、、年年年年々々々々
　　　　　　　　　　　　増加増加増加増加しておりしておりしておりしており、、、、全国全国全国全国のののの土壌汚染調査土壌汚染調査土壌汚染調査土壌汚染調査のののの　　　　81818181％％％％がががが法規制法規制法規制法規制にににに関係関係関係関係なくなくなくなく調査調査調査調査がががが実施実施実施実施されていますされていますされていますされています。。。。

『『『『調査終了調査終了調査終了調査終了』』』』



項項項項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 土壌溶出基準土壌溶出基準土壌溶出基準土壌溶出基準 土壌含有基準土壌含有基準土壌含有基準土壌含有基準
           ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物    0.01㎎/1以下               150㎎/㎏以下

           鉛及びその化合物    0.01㎎/1以下               150㎎/㎏以下

           六価ｸﾛﾑ化合物    0.05㎎/1以下               250㎎/㎏以下

           砒素及びその化合物    0.01㎎/1以下               150㎎/㎏以下

           水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物    0.0005㎎/1以下                 15㎎/㎏以下

           上記のうちのｱﾙｷﾙ水銀 検出されないこと

           ｾﾚﾝ及びその化合物    0.01㎎/1以下               150㎎/㎏以下

           ふっ素及びその化合物    0.8㎎/1以下             4,000㎎/㎏以下

           ほう素及びその化合物    1㎎/1以下             4,000㎎/㎏以下

           ｼｱﾝ化合物 検出されないこと （遊離ｼｱﾝ）50㎎/㎏以下

           ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ    0.02㎎/1以下

           四塩化炭素    0.002㎎/1以下

           1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ    0.004㎎/1以下

           1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ    0.02㎎/1以下

           ｼｽｰ1、2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ    0.04㎎/1以下

           1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ    1㎎/1以下

           1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ    0.006㎎/1以下

           ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ    0.03㎎/1以下

           ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ    0.01㎎/1以下

           ﾍﾞﾝｾﾞﾝ    0.01㎎/1以下

           1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ    0.002㎎/1以下

           PCB（ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌェﾆﾙ） 検出されないこと

           ﾁｳﾗﾑ    0.006㎎/1以下

           ｼﾏｼﾞﾝ    0.003㎎/1以下

           ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ    0.02㎎/1以下

           有機りん化合物 検出されないこと
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土壌ガス吸引処理

加熱土壌ガス抽出

原位置分解処理

土壌洗浄処理

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ等で揮発性の汚染物質を吸引排気して浄化処理をする。

薬剤を添加し過熱することで汚染物質を効率よく抽出処理する。

科学反応や微生物反応で汚染物質を分解処理する。

汚染土壌を洗浄プラントに搬入し洗浄処理する。

特定有害物質及び指定基準

　　　土壌汚染調査の結果、土壌浄化対策を必要とする場合次のような処置が必要となります。
　　　市川土木は、汚染調査の結果を基に最も効果的で経済的な土壌浄化対策計画をご提案し
　　　ます。

揮発性有機化合物の浄化方法

還元・無害化処理

土壌洗浄処理　　　　　　　　　　　汚染土壌を洗浄プラントに搬入し洗浄処理をする。

不溶化処理 有害物質を化学反応を用いて難溶解の物質にし、原位置から移動
しないように固定処理する。

原位置で掘削した土壌に薬剤を添加して，酸化・還元・触媒反応に
より有害物質を無害化処理する。

土壌の浄化方法


